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部会※7

カンファレンス※8委員会※4

常設委員会※6

組織図
社員総会

理事会（25人以内）

執行理事

会長（代表理事）

学業充実担当

総合推進・特定案件担当※3

事業運営担当

安全・安心担当

事務局長・財務担当

名誉会長、顧問※1

学業充実委員会

スポーツ教育部会

事業運営委員会

安全・安心委員会

スポーツ医・科学部会

大会運営部会

総合推進委員会

規律委員会

指導者養成部会

インテグリティ部会

参与※2

理事 監事

地域連携・国際交流部会

表彰委員会

憲章・規約委員会

※1 名誉会長及び顧問は、この法人の事業運営について、会長の諮問に対して、又は、社員総会に対して意見を述べることができる。
※2 参与は、補佐する執行理事に対して、又は、担当する委員会に対して意見を述べることができる。
※3 総合推進・特定案件担当は、委員会横断的な事業や他の委員会に該当しない事業のほか、この法人の目的を達成するために臨時又は特別に必要な事業を担う。
※4 定款第4条に定めるこの法人の事業は、各委員会が分担する。
※5 特別委員会は、特定の案件について予め期間を限定して設置する委員会の総称。ただし、期間を延長することができる。特別委員会として記載している委員会は例。
※6 委員会は担当理事、その他の理事、会員及び有識者から構成することができる。これらの委員は、理事会が推薦し、会長が委嘱する。
※7 理事会の決議により、必要に応じて委員会の下に部会を設置することができる。記載している部会は例。ただし、カンファレンスと財務部会は必置とする。
※8 カンファレンスには、大学会員と地区学生競技団体会員が所属する。カンファレンスでは、いずれの会員も議決権を有する。
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事務局

第4条 この法人は、前条の目的を達
成するため、次の事業を行う。
(1) 大学入学予定者を含む学生ア

スリートの学業の充実を図る
ための事業。

(2) スポーツの価値やスポーツを
行う意義を学ぶための事業

(3) 学生アスリートのキャリア形
成を支援するための事業。

(4) 学生アスリートが安全に、か
つ、安心して大学スポーツに
取り組める環境を整備する事
業。

(5) 大学スポーツの振興並びに学
生アスリートの学業及び健康
に関する研究調査、情報提供
及び広報の事業。

(6) 大学スポーツの指導者及びマ
ネジメントに携わる者を養成
するための事業。

(7) 大学スポーツに関する表彰事
業。

(8) 大学スポーツに関する諸規約
の制定。

(9) 大学スポーツ振興のためのス
ポーツ大会の開催。

(10) 放送等を通じた大学スポーツ
の広報普及。

(11) 大学スポーツを通じた、又は
大学のスポーツ資源を活用し
た地域及び国際的な貢献と交
流に係る事業の支援。

(12) 大学のスポーツ組織、並びに、
大学スポーツに関わる学生競
技団体及び中央競技団体の活
動を支援する事業。

(13) 事業の遂行に必要な財源調達
のための知的所有権の管理及
び商標提供。

(14) その他この法人の目的を達成
するために必要な事業。

• 事業 (1) (3) (5)

• 事業 (2) (7) (8) (11) (12) (14)

• 事業 (4) (5) (6)

• 事業 (7) (9) (10) (11) (13) (14)

• 事業 (13) (14)

各カンファレンス選出理事

北海道・東北

関東

北信越

東海

関西

中国・四国

九州・沖縄

広報部会

シェアードサービス部会

キャリア支援部会

学業支援部会

財務部会


